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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材、および、前記基材上に形成され、フーリエ変換レンズとしての機能を有するイメー
ジ変換層からなる透過型フーリエ変換ホログラムと、
　前記透過型フーリエ変換ホログラムのイメージ変換層上に配置され、前記イメージ変換
層と一定の屈折率差を有する回折機能層と、
　前記回折機能層上に形成された保護層と、を有する計算機ホログラム光学素子であって
、
　前記回折機能層と前記イメージ変換層との屈折率差が、０．７５×（λ０／Ｄ）×（Ｎ
－１）／Ｎ～１．２５×（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１）／Ｎの範囲内であり、
　前記回折機能層が空気からなり、
　前記保護層および前記基材の表面、かつ、前記回折機能層と前記保護層との界面、およ
び、前記回折機能層と前記イメージ変換層との界面に反射防止層が形成されていることを
特徴とする、計算機ホログラム光学素子。
（ここで、前記λ０は、基準波長、前記Ｄは、イメージ変換層の表面に形成された微細凹
凸形状の最大深さ（前記基材の表面からの距離が一番大きい凸部の上面から、前記基材の
表面からの距離が一番小さい凹部の底面までの距離）、また、前記Ｎは、イメージ変換層
の表面に形成された微細凹凸形状の段数（水平面の数）であり、２以上の整数を表す。）
【請求項２】
前記保護層に印刷が施されていることを特徴とする、請求項１に記載の計算機ホログラム
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光学素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フーリエ変換レンズとしての機能を有する計算機ホログラム光学素子に関す
るものであり、より詳しくは表面に汚れが付着したとしてもイメージ変換機能の低下が少
ない計算機ホログラム光学素子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ホログラムは、波長の等しい二つの光（物体光と参照光）を干渉させて物体光の波面を
干渉縞として感光材料に記録したものである。このホログラムに元の参照光と同一条件の
光を当てると干渉縞による回折現象が生じ、元の物体光と同一の波面が再生できる。ホロ
グラムは、レーザー光またはコヒーレンス性の優れた光の干渉によって生じる干渉縞の記
録形態により、いくつかの種類（表面レリーフ型ホログラム、体積型ホログラム等）に分
類される。
【０００３】
　ホログラムは、その同一意匠の複製が困難である特性を利用してセキュリティ用途等に
多く使用されており、なかでもホログラム形成層表面に微細な凹凸形状が付されることに
より干渉縞が記録される表面レリーフ型ホログラムが一般に使用されている。従来、この
ようなホログラムとしては反射型のものが主流であったが、近年では透過型のホログラム
も開発されており、なかでも計算機ホログラムとしての機能を有する透過型のホログラム
が着目されている。
【０００４】
　上記透過型の計算機ホログラムは、点光源から光を照射することにより、入射した光が
所定のイメージへ変換されるという特異な性質を有することから、従来の反射型のホログ
ラムでは不可能であった用途展開が検討されている。例えば特許文献１にはメガネフレー
ムにレンズの替わりに二枚の透過型ホログラムを取り付け、このようなメガネをかけて点
光源を見つめることで所定の映像を見ることができるという、ホログラム観察具としての
用途が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、透過型の計算機ホログラムを「うちわ」にはめ込み、絵柄以外
にも楽しむ面白さのある新規な「うちわ」が開示されている。このように、透過型の計算
機ホログラムは、従来の反射型のホログラムにはない新規な用途展開が可能であり、上記
の例以外にも、工業的用途や、セキュリティ用途等の種々の用途展開が検討されている。
【０００６】
　このような透過型の計算機ホログラムは、通常、透明基材上に、微細な凹凸形状を有す
るイメージ変換層が形成された構成を有するものである。上記イメージ変換層としては例
えば、フーリエ変換レンズとしての機能を有するものが知られている。このようなフーリ
エ交換レンズとしての機能を有するイメージ変換層としては位相型のエンボスタイプのも
のと、振幅型のフイルムタイプのものが量産可能なものとして知られている。
【０００７】
　ここで、上記透過型の計算機ホログラムは、上記イメージ変換層と、空気との屈折率の
差を利用して、点光源から入射した光を所望の光像へ変換するものであるが、上記イメー
ジ変換層の表面に、油、水等が付着すると、上記屈折率の差が変化してしまうため、得ら
れる光像が乱れるという問題点があった。
　特に上記位相型のエンボスタイプの透過型の計算機ホログラムは、表面に微細な凹凸形
状が形成されており、この凹凸形状は空気界面に露出していることから、油、水等がイメ
ージ変換層の表面に付着すると凹凸部位が埋まってしまい、光像が得られなくなってしま
うという問題があった。このような問題から、透過型の計算機ホログラムにおいては、実
用性の高いものを得ることが困難であった。
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【０００８】
【特許文献１】特開２００４－１２６５３５号公報
【特許文献２】特開２００４－７７５４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、表面に油、水等の汚れが付着したと
しても、イメージ変換機能の低下が少ない計算機ホログラム光学素子を提供することを主
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を達成するために本発明は、基材、および、上記基材上に形成され、フーリエ
変換レンズとしての機能を有するイメージ変換層からなる透過型フーリエ変換ホログラム
と、上記透過型フーリエ変換ホログラムのイメージ変換層上に形成され、上記イメージ変
換層と一定の屈折率差を有する回折機能層と、上記回折機能層上に形成された保護層と、
を有すること特徴とする、計算機ホログラム光学素子を提供する。
【００１１】
　本発明によれば、上記保護層を有することにより、上記透過型フーリエ変換ホログラム
のイメージ変換層の表面に形成された微細凹凸形状に水、油等が付着したり、また、イメ
ージ変換層の上記微細凹凸形状が変形したりすることを防止できるため、イメージ変換機
能を長期間保持でき、汎用性に優れた計算機ホログラム光学素子を提供することができる
。また、上記回折機能層を有することにより、上記保護層上に汚れ等が付着した場合にお
いても、その汚れをふき取ることによって結像性に優れた計算機ホログラム光学素子を得
ることができる。
【００１２】
　上記発明においては、上記回折機能層が空気からなることが好ましい。上記回折機能層
が空気からなることにより、上記イメージ変換層と回折機能層との屈折率差を大きくする
ことができるため、本発明の計算機ホログラム光学素子により得られる光像を明るく、高
次回折光のないものにできるという利点を有するからである。また、イメージ変換層の表
面に形成する微細凹凸形状の深さを浅くできることから、原版製作工程や、複製の工程が
容易になるため、本発明の計算機ホログラム光学素子の製造方法を簡略化することができ
るからである。さらには、回折機能層の屈折率が経時で変化することもないという利点を
有するからである。
【００１３】
　また、上記発明においては、上記回折機能層および上記保護層が同一の樹脂からなり、
かつ、一体として形成されていても良い。上記回折機能層および上記保護層が同一の樹脂
から一体として形成されていることにより、より剛性に優れた計算機ホログラム光学素子
を得ることができるからである。
【００１４】
　また、上記発明においては、上記回折機能層と上記イメージ変換層との屈折率差が、０
．７５×（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１）／Ｎ～１．２５×（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１）／Ｎの範
囲内であることが好ましい。上記回折機能層と上記イメージ変換層との屈折率差が上記の
範囲内であることにより、例えば、上記回折機能層を空気から構成した場合に、明るい光
像を再生できるからである。また、不要な回折像を減らすことができる等の利点が得られ
る場合があるからである。
　ここで、前記λ０は、基準波長、前記Ｄは、イメージ変換層の表面に形成された微細凹
凸形状の最大深さ、また、前記Ｎは、イメージ変換層の表面に形成された微細凹凸形状の
段数を表す。
【００１５】
　また、上記発明においては上記保護層に印刷が施されていてもよい。上記保護層に印刷
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が施されていることにより、意匠性に富む計算機ホログラム光学素子を得ることができる
ため、本発明の計算機ホログラム光学素子を、玩具等の用途に適したものにできるからで
ある。
【００１６】
　さらに上記発明における計算機ホログラム光学素子は、反射防止層を有することが好ま
しい。反射防止層を有することにより、例えば、入射光の多重反射に起因するイメージの
乱れ等を防止できるからである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、表面に汚れが付着したとしても、イメージ変換機能の低下が少ない計算機ホ
ログラム光学素子を得ることができるといった効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の計算機ホログラム光学素子について詳細に説明する。
【００１９】
　本発明の計算機ホログラム光学素子は、基材、および、上記基材上に形成され、フーリ
エ変換レンズとしての機能を有するイメージ変換層とからなる透過型フーリエ変換ホログ
ラムと、
　上記透過型フーリエ変換ホログラムのイメージ変換層上に形成され、上記イメージ変換
層と一定の屈折率差を有する回折機能層と、上記回折機能層上に形成された保護層と、を
有すること特徴とするものである。
【００２０】
　次に、本発明の計算機ホログラム光学素子について図を参照しながら説明する。図１は
本発明の計算機ホログラム光学素子の一例を示す概略断面図である。図１に示すように本
発明の計算機ホログラム光学素子１０は、基材１と、基材１上に形成されたイメージ変換
層２とからなる透過型フーリエ変換ホログラム２０と、上記イメージ変換層２上に形成さ
れた、回折機能層３と、上記回折機能層３上に形成された保護層４とを有するものである
。また、図１に示すように、本発明の計算機ホログラム光学素子１０における上記回折機
能層３は、任意のスペーサー５により厚みが調整されていてもよく、さらに上記スペーサ
ー５は、イメージ変換層２と保護層４とを接着する機能を有していても良い。
　本発明の計算機ホログラム光学素子１０において、上記イメージ変換層２は、フーリエ
変換レンズとしての機能を有するものであり、イメージ変換層２の所定の位置に所望の位
相分布を付与できるよう、表面に微細な凹凸形状が形成されている。この微細凹凸形状に
より、任意の点光源から入射する光が所定の角度に回折され所定の光像が形成される。ま
た、上記回折機能層３は、上記イメージ変換層２と一定の屈折率差を有するものであり、
上記保護層４は、上記イメージ変換層２の表面に形成された微細な凹凸形状に汚れ等が付
着することを防止する機能を有するものである。
【００２１】
　本発明における上記回折機能層は、上記イメージ変換層と所定の屈折率差を示す回折機
能を有するものである。上記イメージ変換層において点光源から入射した光が回折される
角度は、上記イメージ変換層と上記回折機能層との屈折率差に依存するため、上記イメー
ジ変換層に汚れ等が付着すると汚れ付着前とは屈折率差が異なり、入射光が回折する条件
が変化してしまう。これにより、上記イメージ変換層により形成されるイメージが乱れる
という現象が生じる。
　しかしながら、本発明によれば、上記回折機能層上に保護層が形成されているため、上
記イメージ変換層が汚染される等によって前記イメージ変換層と前記回折機能層との屈折
率差が変化することを効果的に防止できる。さらに、本発明においては上記イメージ変換
層上に上記回折機能層を有することから、例えば、上記保護層上に汚れが付着したとして
も、回折機能層とイメージ変換層との屈折率差が変化することがない。したがって、本発
明によれば表面に汚れが付着したとしても、イメージ変換機能の低下が少ない計算機ホロ
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グラム光学素子を得ることができる。
【００２２】
　図２は本発明の計算機ホログラム光学素子の他の例を示す概略断面図である。図２に示
すように本発明の計算機ホログラム光学素子１１は、回折機能層と保護層とが同一の樹脂
により、一体に形成された複合層２２となっていてもよい。
　このような複合層により、回折機能層と保護層とが一体に形成されていたとしても、イ
メージ変換層と、回折機能層との屈折率差を維持し、かつ、イメージ変換層に汚れ等が付
着することを防止できるため、本発明の目的を達成できる。
【００２３】
　本発明の計算機ホログラム光学素子は、基材とイメージ変換層とからなる透過型フーリ
エ変換ホログラムと、回折機能層と、保護層とを有するものである。以下、このような本
発明の計算機ホログラム光学素子の各構成について詳細に説明する。
【００２４】
１．回折機能層
　まず、本発明における回折機能層について説明する。本発明における回折機能層は、上
記イメージ変換層と一定の屈折率差を持つことにより回折機能を有するものである。本発
明の計算機ホログラム光学素子は、回折機能層がこのような回折機能を有することにより
、点光源から入射した光を所定の光像へ変換する機能を発現するものである。
【００２５】
　本発明において、回折機能層とイメージ変換層との屈折率差は任意に決定されるもので
はなく、回折機能層の構成材料、イメージ変換層の構成材料、および、イメージ変換層の
表面に形成する微細な凹凸の形状等より、イメージ変換層で点光源から入射する光を所定
の光像に変換できる範囲内に決定される。換言すると、上記回折機能層とイメージ変換層
との屈折率差は、イメージ変換層で所定の点光源から入射する光を所望のイメージに変換
できる範囲内であれば特に限定されない。
【００２６】
　本発明においては、上記回折機能層とイメージ変換層との屈折率差として、０．７５×
（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１）／Ｎ～１．２５×（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１）／Ｎの範囲内が好
ましく、特に０．９×（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１）／Ｎ～１．１×（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１
）／Ｎの範囲内が好ましく、なかでも０．９５×（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１）／Ｎ～１．０
５×（λ０／Ｄ）×（Ｎ－１）／Ｎの範囲内が好ましい。
　ここで、上記λ０は基準波長であり、上記Ｄは、イメージ変換層の表面に形成された微
細凹凸形状の最大深さを表すものであり、上記Ｎは、イメージ変換層の表面に形成された
微細凹凸形状の段数を表すものである。
　上記基準波長とは、上記イメージ変換層により得られる光像の観察に用いる点光源の代
表的な波長であり、例えば白色光源の場合の上記基準波長としては５５０ｎｍを例示する
ことができる。上記Ｎは、例えば図１および図２に示す計算機ホログラム光学素子を例に
挙げると、微細凹凸形状の段数が５段であるため、Ｎ＝５となる。また、鋸歯状断面など
表面が平滑な場合はＮ＝∞となる。
　なかでも本発明においては、上記屈折率差が０．３～１．０の範囲内が好ましく、なか
でも０．４～０．８の範囲内が好ましい。上記回折機能層とイメージ変換層との屈折率差
が上記範囲内であることにより、例えば、上記回折機能層を空気から構成した場合に、明
るい光像を再生できるからである。また、不要な回折像を減らすことができる等の利点が
得られる場合があるからである。ここで、上記点光源としては、レーザー等の単色光であ
っても良く、また、白色光であっても良い。
【００２７】
　本発明における回折機能層の構成材料としては、後述するイメージ変換層と所望の屈折
率差を示すことができる屈折率を有するものであれば特に限定されるものではなく、液体
、気体、固体のいずれの形態の材料であっても採用することができる。なかでも本発明に
おいては、気体状または固体状の材料を用いることが好ましい。
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【００２８】
　上記気体状の材料としては、後述するイメージ変換層と所望の屈折率差を示すことがで
きる屈折率を有するものであれば特に限定されない。なかでも本発明においては、上記気
体状の材料として空気を用いることが好ましい。回折機能層を空気からなるものとするこ
とにより、上記イメージ変換層と回折機能層との屈折率差を大きくすることができるため
、本発明の計算機ホログラム光学素子により得られる光像を明るく、高次回折光のないも
のにできるという利点を有するからである。また、イメージ変換層の表面に形成する微細
凹凸形状の深さを浅くできることから、原版製作工程や、複製の工程が容易になるため、
本発明の計算機ホログラム光学素子の製造方法を簡略化することができるからである。さ
らには、回折機能層の屈折率が経時で変化することもないという利点を有するからである
。
【００２９】
　上記固体状の材料としても後述するイメージ変換層と所望の屈折率差を示すことができ
る屈折率を有するものであれば特に限定されず、イメージ変換層を構成する材料や、イメ
ージ変換層の表面に形成する微細凹凸の形状に応じて、イメージ変換層の屈折率との差を
所定の値にできる範囲内で任意に決定することができる。
【００３０】
　上記固体状の材料が示す屈折率としては、本発明の計算機ホログラム光学素子の用途等
に応じて適宜決定すれば良く、特に限定されるもではない。また、上記屈折率の基準とな
る波長も特に限定されず、４００ｎｍ～７５０ｎｍの範囲から適宜選択すれば良い。なか
でも本発明においては、波長６３３ｎｍにおける屈折率が１．３～２．０の範囲内が好ま
しく、特に１．３３～１．８の範囲内が好ましい。上記固体状の材料の屈折率を上記範囲
内にすることにより、例えば、回折機能層の構成材料の選択幅が拡がる等の利点を得られ
る場合があるからである。ここで、上記屈折率は分光エリプソメーターにより測定するこ
とができる。
【００３１】
　上記固体状の材料としては、上記屈折率等を備え、かつ、光の透過性に優れるものであ
れば特に限定されない。このような固体状の材料としては、通常、可視光領域における透
過率が８０％以上であるものが好ましく、９０％以上であるものがより好ましい。透過率
が低いと、本発明の計算機ホログラム光学素子により得られる光像が乱れ、暗くなってし
まう可能性があるからである。ここで、上記固体状の材料の透過率は、ＪＩＳ　Ｋ７３６
１－１（プラスチックー透明材料の全光透過率の試験方法）により測定することができる
。
【００３２】
　また、上記固体状の材料としてはヘイズが低いものほど好ましく、具体的にはヘイズ値
が０．０１％～５％の範囲内であるものが好ましく、特に０．０１％～３％の範囲内であ
るものが好ましく、なかでも０．０１％～１．５％の範囲内であるものが好ましい。ここ
で、上記ヘイズ値は、ＪＩＳ　Ｋ７１０５に準拠して測定した値を用いるものとする。
【００３３】
　本発明においては上記固体状の材料として、プラスチック樹脂を用いることが好ましい
。プラスチック樹脂としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、および活性放射線硬化性樹
脂を例示することができるが、本発明においてはこれらのいずれの樹脂であっても好適に
用いることができる。
【００３４】
　本発明に用いられる上記熱可塑性樹脂としては、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン
系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂等のオレフィン系樹脂、フッ素含有樹脂、シリコン含
有樹脂等を挙げることができる。このような熱可塑性樹脂の具体例としては、ポリ（メタ
）アクリル酸エステルまたはその部分加水分解物、ポリ酢酸ビニルまたはその加水分解物
、ポリビニルアルコールまたはその部分アセタール化物、トリアセチルセルロース、ポリ
イソプレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン、シリコーンゴム、ポリスチレン、ポリ
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ビニルブチラール、ポリ塩化ビニル、ポリアリレート、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリ
プロピレン、ポリ－Ｎ－ビニルカルバゾール又はその誘導体、ポリ－Ｎ－ビニルピロリド
ン又はその誘導体、スチレンと無水マレイン酸の共重合体またはその半エステル、アクリ
ル酸、アクリル酸エステル、アクリルアミド、アクリロニトリル、エチレン、プロピレン
、塩化ビニル、酢酸ビニル等の共重合可能なモノマー群の少なくとも１つを重合成分とす
る共重合体等、を挙げることができる。本発明においてはこれら熱可塑性樹脂を１種類の
み用いてもよく、また、２種類以上の混合物として用いても良い。
【００３５】
　このような熱硬化性樹脂としては、尿素樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、エポキ
シ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、ウレタン樹脂、ジアリルフタレート
樹脂、ポリイミド樹脂、オキセタン樹脂等が挙げられる。
【００３６】
　上記活性放射線硬化性樹脂についても、上記屈折率等を備える材料であれば特に限定さ
れるものではない。このような活性放射線硬化性樹脂としては、光照射により硬化する光
硬化型樹脂、電子線照射により硬化する電子線硬化型樹脂等を挙げることができるが、本
発明においては、光硬化型樹脂を用いることが好ましい。光硬化型樹脂は広く他分野にお
いても利用されており、すでに確立された技術であることから、本発明への応用が可能で
あるからである。
【００３７】
　また、上記光硬化型樹脂としては、紫外光線や可視光線により硬化する光硬化型樹脂を
挙げることができるが、なかでも波長が１５０～５００ｎｍ、好ましくは２５０～４５０
ｎｍ、さらに好ましくは３００～４００ｎｍの光を照射することにより、硬化する紫外線
硬化型樹脂が好ましい。紫外線硬化型樹脂を用いることにより、光照射装置の容易性等の
観点で有用だからである。
【００３８】
　本発明に用いられる上記紫外線硬化型樹脂の具体例としては、（不）飽和ポリエステル
樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂等を（メタ）アクリル酸等の酸含有モ
ノマー、グリシジル（メタ）アクリレート、（メタ）アリルグリシジルエーテル等のグリ
シジル基含有モノマーで変性したもの、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、グ
リセリンジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンジ（メタ）アクリレート、ペ
ンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート等の水酸基含有（メタ）アクリルモノマー
とヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、トルエンジイソシア
ネート等の多官能イソシアネートモノマーで変性した数平均分子量３００～５０００の変
性ポリエステル樹脂、変性エポキシ樹脂、変性ウレタン樹脂、変性アクリル樹脂等の１種
以上の混合物等を挙げることができる。また、必要に応じて、これにエチレングリコール
モノ（メタ）アクリレート、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキ
サンジオールモノ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレ
ート、トリメチロールプロパンジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（
メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリ
トールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレー
ト、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリレートのモ
ノマー類、フッ素含有モノマー、シリコン含有モノマー、硫黄含有モノマー、および、フ
ルオレン骨格を有するモノマー等を配合することもできる。
【００３９】
　本発明における回折機能層を上記固体状の材料から構成する場合、上記回折機能層には
、上記固体状の材料以外に他の化合物が含まれていても良い。このような他の化合物とし
ては特に限定されず、本発明の計算機ホログラム光学素子の用途等に応じて任意に選択し
て用いればよい。本発明に用いられる上記他の化合物の例としては、紫外線吸収剤、着色
剤等の添加剤を挙げることができる。
【００４０】
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　上記紫外線吸収剤としては、本発明における回折機能層に所望の紫外線吸収性を付与で
きる化合物であれば特に限定されるものではない。本発明に用いられる紫外線吸収剤とし
ては、例えば、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル)－ｐ－クレゾール、２－（
２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－(１，１，３，３－テトラメチルブチル)フ
ェノール、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２-イル)－４－６－ビス（１－メチル－１
－フェニルエチル）フェノール、２-[５－クロロ（２Ｈ）－ベンゾトリアゾール－２－イ
ル]-４-メチル－６－（ｔｅｒｔ－ブチル）フェノール、２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル
－６－（５－クロロベンゾトリアゾール－２－イル）フェノール、２－（２Ｈ－ベンゾト
リアゾール－２－イル)－４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ペンチルフェノール等のベンゾトリア
ゾール系紫外線吸収剤；２－(４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン－２－イル)
－５－[（ヘキシル）オキシ］－フェノール等のトリアジン系紫外線吸収剤；オクタベン
ゾン等のベンゾフェノン系紫外線吸収剤；２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル－３，
５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾエート等のベンゾエート系紫外線吸収
剤；２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－６－（直鎖および側鎖ドデシル）－
４－メチルフェノール等の液状紫外線吸収剤；２－ヒドロキシ－４－（メタクリロイルオ
キシエトキシベンゾフェノン／メタクリル酸メチル共重合体等の高分子型紫外線吸収剤；
その他、アニオン系水溶性高分子紫外線吸収剤、カチオン系水溶性高分子紫外線吸収剤、
ノニオン系水溶性高分子紫外線吸収剤等を挙げることができる。
【００４１】
　上記着色剤としては、本発明における回折機能層に所望の波長の光吸収性を付与できる
化合物であれば特に限定されるものではない。本発明に用いられる着色剤としては、例え
ば、アゾ系顔料、結合アゾ系顔料、イソインドリノン系顔料、クナクリドン系顔料、ジケ
トピロロピロール系顔料、アンスラキノン系顔料、ジオキサジン系顔料等の顔料や、１，
１クロム錯体系染料、１，２クロム錯体系染料、１，２コバルト錯体系染料、アンスラキ
ノン系染料、フタロシアニン系染料、メチン系染料、ラクトン系染料、チオインディゴ系
染料等の染料を挙げることができる。
【００４２】
　また、本発明における回折機能層には、上記添加剤以外に、回折機能層の屈折率を調整
することを目的として微粒子を添加しても良い。上記回折機能層に添加する微粒子の屈折
率は、回折機能層に求める屈折率により適宜決定すればよいが、通常、上記回折機能層を
形成する固体状材料の屈折率よりも高いものが好ましい。このような微粒子を用いること
により、上記回折機能層を高屈折率化することができるからである。なかでも本発明にお
いては、上記微粒子の４００～７５０ｎｍの波長を有する光における屈折率が１．５０以
上の微粒子が好ましく、特に屈折率が１．７０以上、さらには１．９０以上の微粒子が好
ましい。
　ここで、４００～７５０ｎｍの波長を有する光における屈折率が１．５０以上であると
は、上記範囲の波長を有する光における平均屈折率が１．５０以上であることを意味し、
上記範囲の波長を有する全ての光における屈折率が１．５０以上であることを要しない。
また、平均屈折率は、上記範囲の波長を有する各光に対する屈折率の測定値の総和を、測
定点の数で割った値である。
【００４３】
　このような高い屈折率を有する微粒子としては、例えば、無機酸化物微粒子等の無機微
粒子や有機微粒子等を例示することができ、中でも、透明性が高く光透過性を有すること
から無機酸化物微粒子が好ましい。無機酸化物は、無色であるか又はほとんど着色してい
ないので、屈折率が高いものは高屈折率を付与するための成分として適している。光透過
性で屈折率の高い無機酸化物としては、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、
酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、インジウム／スズ酸化物（ＩＴＯ）、アンチモン／スズ
酸化物（ＡＴＯ）等が挙げられる。酸化チタンとしては、特に屈折率の高いルチル型が好
ましい。
【００４４】
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　回折機能層の透明性を低下させないためには、上記微粒子の一次粒子径は、１０～３５
０ｎｍ程度が好ましく、特に１０～１００ｎｍ程度が好ましい。一次粒子径が上記範囲よ
りも大きいと回折機能層の透明性を損なうおそれがあり、また、一次粒子径が上記範囲よ
りも小さいと凝集しやすく、回折機能層中に均一に分散させることが困難となる場合があ
るからである。ここで微粒子の一次粒子径は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）等により目視
計測してもよいし、動的光散乱法や静的光散乱法等を利用する粒度分布計等により機械計
測してもよい。また、微粒子の一次粒子径が上記範囲内であれば、その粒子形状が球状で
あっても針状であっても、その他どのような形状であってもよい。
【００４５】
　本発明において、回折機能層が上記固体状の材料から構成される場合、本発明における
回折機能層は、後述する保護層と同一の樹脂からなり、かつ、一体に形成されていても良
い。上記回折機能層および後述する保護層が同一の樹脂から一体として形成されているこ
とにより、より剛性に優れた計算機ホログラム光学素子を得ることができるからである。
【００４６】
　本発明における回折機能層は、後述するイメージ変換層と一定の屈折率差を示す回折機
能を有するものである。回折機能層がこのような回折機能を示すには、上記イメージ変換
層上に回折機能層が存在すればよく、その厚みとしては特に限定されるものではない。上
記イメージ変換層上に、回折機能層が存在することにより一定の屈折率差を示すことがで
きるからである。ただし、本発明の計算機ホログラム光学素子の製造適性等を考慮すると
、上記回折機能層の厚みとしては０．５μｍ～５０μｍの範囲内が好ましく、特に１μｍ
～２５μｍの範囲内が好ましい。
【００４７】
２．保護層
　次に、本発明における保護層について説明する。本発明における保護層は、後述するイ
メージ変換層の表面に水、油等が付着することによって、本発明の計算機ホログラム光学
素子により得られる光像が乱れることを防止する機能を有するものである。以下、このよ
うな保護層について詳細に説明する。
【００４８】
　本発明における保護層は、後述するイメージ変換層によって屈折される光を透過させる
ため、光の透過率に優れたものであることが好ましい。なかでも本発明における保護層は
、可視光領域における透過率が８０％以上であることが好ましく、９０％以上であること
がより好ましい。透過率が低いと、本発明の計算機ホログラム光学素子により得られる光
像が乱れてしまう可能性があるからである。ここで、上記保護層の透過率は、ＪＩＳ　Ｋ
７３６１－１（プラスチックー透明材料の全光透過率の試験方法）により測定することが
できる。
【００４９】
　また、本発明における保護層は、ヘイズが低いものほど好ましく、具体的にはヘイズ値
が０．０１％～５％の範囲内であるものが好ましく、特に０．０１％～３％の範囲内であ
るものが好ましく、なかでも０．０１％～１．５％の範囲内であるものが好ましい。ここ
で、上記ヘイズ値は、ＪＩＳ　Ｋ７１０５に準拠して測定した値を用いるものとする。
【００５０】
　さらに、上記保護層は、表面が平滑性に優れたものであることが好ましい。保護層の表
面が粗いと、点光源から入射する光が、保護層により散乱されてしまい、本発明のホログ
ラム付透明カードにより得られる光像が乱れてしまう場合があるからである。
【００５１】
　本発明における保護層を構成する材料としては、上記特性を備えるものであれば特に限
定されない。このような材料としては、ガラス等の可撓性のないリジッド材でも、可撓性
を有するフレキシブル材を用いることもできるが、本発明においてはフレキシブル材を用
いることが好ましい。フレキシブル材を用いることにより、例えば、本発明の計算機ホロ
グラム光学素子の製造工程をロールトゥロールプロセスとすることができ、本発明の計算
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機ホログラム光学素子を生産性に優れたものにできるからである。
【００５２】
　上記フレキシブル材としては、上記「１．回折機能層」の項に記載したものと同様であ
るため、ここでの説明は省略する。
【００５３】
　本発明における保護層には本発明の目的を損なわない範囲で他の化合物が含まれていて
も良い。上記添加剤としては特に限定されるものではなく、本発明の計算機ホログラム光
学素子の用途等に応じて適宜選択すればよい。このような他の化合物としては、上記「１
．回折機能層」の項に記載したものと同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００５４】
　本発明における保護層の厚みは、上記保護層が、外的要因に起因する変形により、後述
するイメージ変換層の表面に形成された微細凹凸形状を破損しない程度の剛性を有する範
囲内であれば特に限定されない。このような厚みとしては、保護層の構成材料の種類に応
じて適宜決定すればよいが、通常０．５μｍ～１０ｍｍの範囲内が好ましく、特に１μｍ
～５ｍｍの範囲内が好ましい。
【００５５】
　また、上述したように本発明の保護層は、上記回折機能層が固体状の材料から構成され
る場合は、上記回折機能層の材料と同一の樹脂から一体に構成されていてもよい。このよ
うに本発明における保護層が上記回折機能層と同一の樹脂から一体に構成されることによ
り、本発明の計算機ホログラム光学素子を、剛性に優れたものにできるからである。
【００５６】
　さらに、本発明における保護層は、表面に印刷が施されていても良い。特に本発明の計
算機ホログラム光学素子を高い意匠性が求められるホログラム観察具等の玩具用途に用い
る場合には、保護層表面に印刷が施されていることが好ましい。
　本発明において上記保護層に印刷を施す際の印刷方式としては、上記保護層に所望の意
匠性を付与できる方式であれば特に限定されず、例えば、平版印刷、凹版印刷、凸版印刷
、孔版印刷の基本印刷法、および、それらの応用印刷法が適用できる。応用印刷法として
は、フレキソ印刷、樹脂凸版印刷、グラビアオフセット印刷、タコ印刷などや、インクジ
ェット印刷、転写箔を用いる転写印刷、熱溶融または昇華型インキリボンを用いる転写印
刷、静電印刷などが適用できる。また、技法では、インキを紫外線で硬化する紫外線（Ｕ
Ｖ）硬化印刷、インキを高温で硬化する焼き付け印刷、湿し水を用いない水なしオフセッ
ト印刷、などを用いることができる。
【００５７】
　また、保護層に付与する印刷情報は特に限定されるものではなく、例えば、文字、記号
、マーク、イラスト、キャラクターや、会社名、商品名、セールスポイント、取扱い説明
などを挙げることができる。
【００５８】
３．透過型フーリエ変換ホログラム
　次に、本発明に用いられる透過型フーリエ変換ホログラムについて説明する。本発明に
用いられる透過型フーリエ変換ホログラムは、フーリエ変換レンズとしての機能を有する
イメージ変換層と、上記イメージ変換層を支持する基材とからなるものである。以下、こ
のような透過型フーリエ変換ホログラムについて詳細に説明する。
【００５９】
（１）イメージ変換層
　まず、本発明における透過型フーリエ変換ホログラムを構成するイメージ変換層につい
て説明する。上記イメージ変換層は、表面に付与された微細凹凸形状によりフーリエ変換
レンズとしての機能を有するものであり、このような機能により、任意の点光源から入射
する光が所定の角度に回折され所定のイメージが形成されるものである。以下、このよう
なイメージ変換層について詳細に説明する。
【００６０】
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　まず、上記イメージ変換層が有するフーリエ変換レンズ機能について説明する。図３は
本発明におけるイメージ変換層が有するフーリエ変換レンズ機能を説明する概略図である
。図３において、図３（Ａ）は、目視を説明する概略図であり、図３（Ｂ）は、本発明に
おけるイメージ変換層のフーリエ変換レンズ機能を説明する概略図である。図３（Ａ）に
示すように、目視では、所望の画像３１をレンズ３２を介して、人間の目３３で観察する
と観察像３４が観察される。
　一方、図３（Ｂ）では、点光源３５をイメージ変換層２を透して、人間の目３３で目視
すると、イメージ変換層２の表面に形成された凹凸形状に応じた光学画像３６が観察され
る。例えば、イメージ変換層２へ、図３（Ｂ）のようにハート画像を再生するような凹凸
形状を設けておけば、イメージ変換層２を通して点光源３５を目視することにより、ハー
トの光像３６が視認される。このように本発明におけるイメージ変換層が有するフーリエ
変換レンズ機能は、点光源から入射した光を所望の光像へ変換する機能をいうものである
。また、本発明においては上記フーリエレンズ機能を、イメージ変換機能と称する場合も
ある。
【００６１】
　本発明におけるイメージ変換層が、フーリエ変換レンズとしての機能を発現できる点光
源の波長は特に限定されるものではなく、所望の波長を対象とすることができる。また、
点光源の波長としては、一波長の単色光に限られず、多波長を含む光であっても良く、さ
らには白色光であってもよい。
【００６２】
　上記イメージ変換層を構成する材料としては、上述したフーリエ変換レンズ機能を発現
するための微細な凹凸形状を形成でき、かつ、所定の屈折率を示すものであれば特に限定
されない。イメージ変換層を構成する材料が示す屈折率としては、本発明の計算機ホログ
ラム光学素子の用途等に応じて適宜決定すれば良く、特に限定されるもではない。また、
上記屈折率の基準となる波長も特に限定されず、４００ｎｍ～７５０ｎｍの範囲から適宜
選択すれば良い。なかでも本発明においては、波長６３３ｎｍにおける屈折率が１．３～
２．０の範囲内であることが好ましく、特に１．３３～１．８の範囲内であることが好ま
しい。ここで、上記屈折率は分光エリプソメーターにより測定することができる。
【００６３】
　上記イメージ変換層を構成する材料は、従来からレリーフ型ホログラム形成層の材料と
して使用されている熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、電離放射線硬化樹脂等の各種樹脂材料
がいずれも使用可能であり、特に限定されない。
【００６４】
　上記熱硬化性樹脂としては、例えば、不飽和ポリエステル樹脂、アクリル変性ウレタン
樹脂、エポキシ変性アクリル樹脂、エポキシ変性不飽和ポリエステル樹脂、アルキッド樹
脂、フェノール樹脂等が挙げられる。また、上記熱可塑性樹脂としては、例えば、アクリ
ル酸エステル樹脂、アクリルアミド樹脂、ニトロセルロース樹脂、ポリスチレン樹脂等が
挙げられる。
　これらの樹脂は単独重合体であっても２種以上の構成成分からなる共重合体であっても
良い。また、これらの樹脂は単独であるいは２種以上を組合せて使用することができる。
これらの樹脂には、各種イソシアネート化合物、ナフテン酸コバルト、ナフテン酸亜鉛等
の金属石鹸、ベンゾイルパーオキサイド、メチルエチルケトンパーオキサイド等の有機過
酸化物、ベンゾフェノン、アセトフェノン、アントラキノン、ナフトキノン、アゾビスイ
ソブチロニトリル、ジフェニルスルフィド等の熱あるいは紫外線硬化剤を適宜選択、配合
することもできる。
【００６５】
　上記電離放射線硬化型樹脂としては、例えば、エポキシ変性アクリレート樹脂、ウレタ
ン変性アクリレート樹脂、アクリル変性ポリエステル等が挙げられる。これらのなかでは
特にウレタン変性アクリレート樹脂が好ましく、特に下記式で表されるウレタン変性アク
リル系樹脂が好ましい。



(12) JP 4821192 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

【００６６】
【化１】

【００６７】
（式中、５個のＲ1は夫々互いに独立して水素原子またはメチル基を表し、Ｒ2はＣ1～Ｃ1

6の炭化水素基を表わし、Ｘ及びＹは直鎖状又は分岐鎖状のアルキレン基を表わす。（ａ
＋ｂ＋ｃ＋ｄ）を１００とした場合に、ａは２０～９０，ｂは０～５０，ｃは１０～８０
，ｄは０～２０の整数である。）
【００６８】
　上記式で表されるウレタン変性アクリル系樹脂は、例えば、好ましい１例として、メタ
クリル酸メチル２０～９０モルとメタクリル酸０～５０モルと２－ヒドロキシエチルメタ
クリレート１０～８０モルとを共重合して得られるアクリル共重合体であって、該共重合
体中に存在している水酸基にメタクリロイルオキシエチルイソシアネート（２－イソシア
ネートエチルメタクリレート）を反応させて得られる樹脂である。したがって、上記メタ
クリロイルオキシエチルイソシアネートが共重合体中に存在している全ての水酸基に反応
している必要はなく、共重合体中の２－ヒドロキシエチルメタクリレート単位の水酸基の
少なくとも１０モル％以上、好ましくは５０モル％以上がメタクリロイルオキシエチルイ
ソシアネートと反応していればよい。上記の２－ヒドロキシエチルメタクリレートに代え
て又は併用して、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－メチロールメタクリルァミド、２
－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキ
シプロピルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、４－ヒドロキシブチ
ルアクリレート、４－ヒドロキシブチルメタクリレート等の水酸基を有するモノマーも使
用することができる。
【００６９】
　上記式で表されるウレタン変性アクリル系樹脂は、上記共重合体を溶解可能な溶剤、例
えば、トルエン、ケトン、セロソルブアセテート、ジメチルスルフォキサイド等の溶媒に
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溶解させ、この溶液を撹拌しながら、メタクリロイルオキシエチルイソシアネートを滴下
及び反応させることにより、イソシアネート基がアクリル系樹脂の水酸基と反応してウレ
タン結合を生じ、該ウレタン結合を介して樹脂中にメタクリロイル基を導入することがで
きる。この際使用するメタクリロイルオキシエチルイソシアネートの使用量は、アクリル
系樹脂の水酸基とイソシアネート基との比率で水酸基１モル当たりイソシアネート基０．
１～５モル、好ましくは０．５～３モルの範囲になる量である。なお、上記樹脂中の水酸
基よりも当量以上のメタクリロイルオキシエチルイソシアネートを使用する場合には、該
メタクリロイルオキシエチルイソシアネートは樹脂中のカルボキシル基とも反応して－Ｃ
ＯＮＨ－ＣＨ2ＣＨ2－の連結を生じることもあり得る。
【００７０】
　以上の例は、上記式において、全てのＲ1及びＲ2がメチル基であり、Ｘ及びＹがエチレ
ン基である場合であるが、本発明は、これらに限定されず、５個のＲ1は夫々独立して水
素原子又はメチル基であってもよく、更にＲ2 の具体例としては、例えば、メチル基、エ
チル基、ｎ－又はｉｓｏ－プロピル基、ｎ－、ｉｓｏ－又はｔｅｒｔ－ブチル基、置換又
は未置換のフェニル基、置換又は未置換のベンジル基等が挙げられ、Ｘ及びＹの具体例と
しては、エチレン基、プロピレン基、ジエチレン基、ジプロピレン基等が挙げられる。こ
のようにして得られるウレタン変性アクリル系樹脂は全体の分子量としては、ＧＰＣで測
定した標準ポリスチレン換算重量平均分子量で１万～２０万、更に２～４万であることが
より好ましい。
【００７１】
　上記のような電離放射線硬化型樹脂を硬化させる際には、架橋構造、粘度の調整等を目
的として、上記のモノマーとともに下記のような単官能又は多官能のモノマー、オリゴマ
ー等を併用することができる。
【００７２】
　上記単官能モノマーとしては、例えば、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート
、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ビニルピロリドン、（メタ）アクリロイルオ
キシエチルサクシネート、（メタ）アクリロイルオキシエチルフタレート等のモノ（メタ
）アクリレート等が、２官能以上のモノマーとしては、骨格構造で分類するとポリオール
（メタ）アクリレート（例えば、エポキシ変性ポリオール（メタ）アクリレート、ラクト
ン変性ポリオール（メタ）アクリレート等の）、ポリエステル（メタ）アクリレート、エ
ポキシ（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、その他ポリブタジエン系
、イソシアヌール酸系、ヒダントイン系、メラミン系、リン酸系、イミド系、ホスファゼ
ン系等の骨格を有するポリ（メタ）アクリレート等が挙げられ、紫外線、電子線硬化性で
ある種々のモノマー、オリゴマー、ポリマーが利用できる。
【００７３】
　更に詳しく述べると、２官能のモノマー、オリゴマーとしては、例えば、ポリエチレン
グリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート
、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ
）アクリレート等が例示され、また、３官能のモノマー、オリゴマー、ポリマーとしては
、例えばトリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ
（メタ）アクリレート、脂肪族トリ（メタ）アクリレート等が例示され、また、４官能の
モノマー、オリゴマーとしては、例えば、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレ
ート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート、脂肪族テトラ（メタ）ア
クリレート等が例示され、また、５官能以上のモノマー、オリゴマーとしては、例えば、
ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（
メタ）アクリレート等が例示され、また、ポリエステル骨格、ウレタン骨格、ホスファゼ
ン骨格を有する（メタ）アクリレート等が挙げられる。官能基数は特に限定されるもので
はないが、官能基数が３より小さいと耐熱性が低下する傾向があり、また、２０を超える
場合には柔軟性が低下する傾向があるため、特に官能基数が３～２０のものが好ましい。
【００７４】
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　上記のような単官能又は多官能のモノマー、オリゴマーの使用量としては、イメージ変
換層の製造方法等に応じて、任意に決定すればよいが、通常、電離放射線硬化型樹脂１０
０重量部に対して、０重量部～５０重量部の範囲内が好ましく、特に０．５重量部～２０
重量部の範囲内が好ましい。
【００７５】
　さらに本発明におけるイメージ変換層には、必要に応じて、光重合開始剤、重合禁止剤
、劣化防止剤、可塑剤、滑剤、染料や顔料などの着色剤、増量やブロッキング防止などの
体質顔料や樹脂などの充填剤、界面活性剤、消泡剤、レベリング剤、チクソトロピー性付
与剤等の添加剤を、適宜加えても良い。
【００７６】
（２）基材
　次に、本発明に用いられる透過型フーリエ変換ホログラムを構成する基材について説明
する。本発明に用いられる基材は、上記イメージ変換層を支持し、かつ、イメージ変換層
において形成された光像を透過する機能を有するものである。
【００７７】
　本発明に用いられる基材は、上記イメージ変換層を支持できる自己支持性を有し、かつ
、イメージ変換層において形成された光像を透過できる光透過性を有するものであれば特
に限定されない。なかでも本発明における基材は、可視光領域における透過率が８０％以
上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましい。透過率が低いと、本発
明の計算機ホログラム光学素子により得られる光像が乱れてしまう可能性があるからであ
る。ここで、上記基材の透過率は、ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１（プラスチックー透明材料の
全光透過率の試験方法）により測定することができる。
【００７８】
　また、本発明における基材は、ヘイズが低いものほど好ましく、具体的にはヘイズ値が
０．０１％～５％の範囲内であるものが好ましく、特に０．０１％～３％の範囲内である
ものが好ましく、なかでも０．０１％～１．５％の範囲内であるものが好ましい。ここで
、上記ヘイズ値は、ＪＩＳ　Ｋ７１０５に準拠して測定した値を用いるものとする。
【００７９】
　本発明に用いられる基材を構成する材料は、上記特性を備えるものであれば特に限定さ
れるものではなく、例えば、プラスチック樹脂フイルムやガラス板を用いることができる
。本発明においては、上記基材としてプラスチック樹脂フイルムを用いることが好ましい
。プラスチック樹脂フイルムは軽量であり、かつ、ガラスのように破損する危険性が少な
いからである。
【００８０】
　上記プラスチック樹脂フイルムを構成する樹脂としては、上記イメージ変換層を支持で
きる剛性を備えるものであれば特に限定されるものではない。このようなプラスチック樹
脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデ
ン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、セロハン、アセテート、ナイロ
ン、ポリビニルアルコール、ポリアミド、ポリアミドイミド、エチレン－ビニルアルコー
ル共重合体、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテル
ケトン等を挙げることができる。なかでも本発明においては、複屈折性の観点からポリカ
ーボネートを用いることが最も好ましい。
【００８１】
　本発明に用いられる基材の厚みは、本発明の計算機ホログラム光学素子の用途等に応じ
て、上記イメージ変換層を支持できるだけの剛性を有する範囲内であれば特に限定されな
い。具体的な基材の厚みは、基材を構成する材料に応じて任意に決定される。なかでも本
発明においては、上記基材の厚みとしては、５μｍ～２００μｍの範囲内が好ましく、特
に１０μｍ～５０μｍの範囲内が好ましい。
【００８２】
　さらに、本発明における基材は、表面に印刷が施されていても良い。特に本発明の計算
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機ホログラム光学素子を高い意匠性が求められるホログラム観察具等の玩具用途に用いる
場合には、基材表面に印刷が施されていることが好ましい。このような印刷を施す際の印
刷方式および印刷情報については、上記「２．保護層」の項において記載した内容と同様
であるためここでの説明は省略する。
【００８３】
４．計算機ホログラム光学素子
　本発明の計算機ホログラム光学素子には上記以外の他の構成を有していていも良い。こ
のような他の構成としては反射防止層を挙げることができる。反射防止層を有することに
より、例えば、入射光の多重反射に起因するイメージの乱れ等を防止できるため、本発明
の計算機ホログラム光学素子は反射防止層を有することが好ましい。
【００８４】
　本発明の計算機ホログラム光学素子が上記他の構成として反射防止層を有する場合、上
記反射防止層が形成される位置は、本発明の計算機ホログラム光学素子の空気界面であれ
ば特に限定されない。また、上記反射防止層は、１層のみならず２層以上を形成しても良
い。
【００８５】
　本発明の計算機ホログラム光学素子が上記反射防止層を有する場合の態様について図を
参照しながら説明する。図４（Ａ）は、本発明の計算機ホログラム光学素子に上記反射防
止層が形成された態様の一例を示す概略断面図である。また、図４（Ｂ）は、空気からな
る回折機能層を有する計算機ホログラム光学素子において、上記反射防止層が形成された
態様の一例を示す概略断面図である。
　図４（Ａ）に示すように、本発明の計算機ホログラム光学素子１２に上記反射防止層６
が形成される態様としては、保護層４および基材１の表面に形成される態様を例示するこ
とができる。また、図４（Ｂ）に示すように回折機能層３が空気からなる場合の反射防止
層６の態様としては、保護層４および基材１の表面以外に、回折機能層３と保護層４との
界面、および、回折機能層３とイメージ変換層２との界面に形成された態様を例示するこ
とができる。
【００８６】
　本発明において反射防止層が形成される態様としては、図４（Ａ）に示すように最表層
のみに形成される態様と、図４（Ｂ）に示すように最表層と内層とに形成される態様を挙
げることができるが、本発明においてはいずれの態様でも好適に用いることができる。例
えば、図４（Ａ）に示すような最表層のみに形成される態様は、本発明のホログラム観察
具を、高品質な光像を必要としないホログラム観察具等の玩具用途に用いる場合に好適で
あり、図４（Ｂ）に示すような最表層と内層とに形成される態様は、本発明のホログラム
観察具を、高精度な光像が必要とされるレーザー加工用のビームシェイパー等、本発明の
ホログラム観察具を工業的用途に用いる場合に好適である。
【００８７】
　上記反射防止層の構成材料としては、例えば、フッ素含有材料、シリコン含有材料や、
これらの材料からなる微粒子を含んだ樹脂を用いることができ、より具体的には特開２０
０３－１８３５９２号公報に記載された材料等を用いることができる。また、反射防止層
を上記保護層上に形成する場合においては、上記保護層よりも屈折率の低い材料を好適に
用いることができる。
【００８８】
　また、上記反射防止層の厚みは、反射防止層を構成する材料の種類に応じて入射光の反
射を所望の程度まで抑制できる範囲内であれば特に限定されないが、通常、０．０１μｍ
～２μｍの範囲内が好ましく、特に０．０５μｍ～１μｍの範囲内が好ましい。
【００８９】
　本発明の計算機ホログラム光学素子の用途としては、本発明の計算機ホログラム光学素
子が有するフーリエ変換レンズとしての機能を利用できるものであれば特に限定されない
。例えば、ホログラム観察具等の玩具用途や、レーザーパターニング用のビームシェイパ
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ーとしての用途、その他、光分岐素子、距離計測用光源等としての用途を挙げることがで
きる。
【００９０】
５．計算機ホログラム光学素子の製造方法
　次に、本発明の計算機ホログラム光学素子の製造方法について説明する。本発明の計算
機ホログラム光学素子の製造方法は、上記構成を有する計算機ホログラム光学素子を製造
できる方法であれば特に限定されず、一般的に公知の方法を組み合わせて製造することが
できる。以下、本発明の計算機ホログラム光学素子の製造方法の一例として、基材上に、
イメージ変換層を形成することにより、透過型フーリエ変換ホログラムを形成した後、上
記イメージ変換層上に、回折機能層と、保護層とを順に積層する方法について説明する。
【００９１】
　まず、基材上にイメージ変換層を形成することにより、透過型フーリエ変換ホログラム
を形成する方法について説明する。基材上にイメージ変換層を形成する方法としては、基
材上に、表面に所定の凹凸形状を有するイメージ変換層を形成できる方法であれば特に限
定されるものではないが、通常、イメージ変換層に付与する凹凸形状の原版を作製し、上
記原版を用いてイメージ変換層に、凹凸形状を転写する方法により形成される。
【００９２】
　上記原版の作製方法としては特に限定されるものではなく一般的な方法を用いることが
できる。このような方法としては、例えば、本発明の計算機ホログラム光学素子により得
られる光像を決定した後に、当該光像のデータを作成し、フーリエ変換面の位置などから
、フーリエ変換データを計算し、当該フーリエ変換データを電子線描画用の矩形データへ
変換する。そして、当該矩形データを、半導体回路マスクなどを描画する電子線描画装置
で、ガラス板へ塗布されたレジスト面へ微細凹凸形状を描画する方法により作成すること
ができる。
【００９３】
　上記のような方法により作製した原版を用いて、イメージ変換層に凹凸形状を転写する
方法としては、公知の２Ｐ法、射出成形法、ゾルゲル法、ハードエンボス、ソフトエンボ
ス、セミドライエンボス、各種ナノインプリント法などが適用できる。なかでも本発明に
おいては、２Ｐ法を用いることが好ましい。２Ｐ法によれば基材上にイメージ変換層を形
成するのと同時に、イメージ変換層の表面に微細凹凸形状を形成することが出来るからで
ある。
【００９４】
　次に、上記２Ｐ法（ＰｈｏｔｏＰｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ法）により、イメージ変
換層に微細凹凸形状を転写する方法について説明する。２Ｐ法による微細凹凸形状の転写
方法は、原版にイメージ変換層形成用組成物を滴下し、上記イメージ変換層形成用組成物
上に基材を乗せ、活性放射線を照射して硬化させた後、剥離することよりイメージ変換層
に上記微細凹凸形状を転写する方法である。このような２Ｐ法は、一般に、基材上に凹凸
レリーフを形成する有効な方法として知られ、公知の光学部品などの複製でも使用されて
いる。
【００９５】
　上記２Ｐ法により微細凹凸形状を転写する方法について図を参照しながら説明する。図
５は、２Ｐ法を説明する概略図である。図５に例示するように２Ｐ法では、凹凸状が形成
された原版４１を用意する（図５（ａ））。次に、イメージ変換層形成用組成物２’を滴
下し（図５（ｂ））、その上へ基材１を積置し、押圧する（図５（ｃ））。
　次に、原版４１または基材１から紫外線等の活性放射線を照射して、イメージ変換層形
成用組成物２’を硬化させる（図５（ｄ））。
　次に、硬化させて基材１と接着したイメージ変換層形成用組成物を基材１と共に原版４
１側から剥離する（図５（ｅ））。このような方法により基材１上に凹凸形状を有するイ
メージ変換層２が形成された透過型フーリエ変換ホログラム２０を形成することができる
。
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【００９６】
　なお、上記イメージ変換層形成用組成物に用いられる材料、および、上記基材について
は上記「３．透過型フーリエ変換ホログラム」の項において説明したものと同様であるた
め、ここでの説明は省略する。
【００９７】
　次に、上記方法により作製した透過型フーリエ変換ホログラムのイメージ変換層上に回
折機能層と、保護層とを順に積層する方法について説明する。上記イメージ変換層上に回
折機能層と、保護層とを順に積層する方法は、回折機能層を構成する材料の形態により異
なる。
【００９８】
　上記回折機能層を、空気等の気体から構成する場合は、例えば、上記透過型フーリエ変
換ホログラムのイメージ変換層上に保護層を形成することにより、空気からなる回折機能
層と、保護層とを積層することができる。このような方法について図６を参照しながら説
明する。図６に示すように、回折機能層を空気から構成する場合は、イメージ変換層２上
に所定の厚みを有するスペーサー５を設け（図６(ａ)、（ｂ））、上記スペーサー５上に
保護層４を貼合することにより、回折機能層３と、保護層４とを同時に形成することがで
きる（図６（ｃ））。また、スペーサー５を保護層４上に形成したものを回折機能層３に
貼合しても良い。この場合、上記スペーサー５は、イメージ変換層２と、保護層４とを接
着する接着剤としての機能を兼ねても良い。
【００９９】
　上記図６に示すような空気からなる回折機能層の形成方法は、例えば、高精細な光像を
得ることが求められるレーザー加工用のビームシェイパー用途の計算機ホログラム光学素
子を作成する場合に好適である。
　一方、ホログラム観察具等の玩具用途の計算機ホログラム光学素子を作成する場合にお
いて、上記回折機能層を空気から構成する場合は、図６に示すようなスペーサーを用いる
必要はなく、上記イメージ変換層と回折機能層との間に空気層が形成されるように、任意
の接着剤で上記イメージ変換層と回折機能層とを接着すれば良い。
【０１００】
　上記回折機能層を固体状の材料から形成する場合は、上記透過型フーリエ変換ホログラ
ムのイメージ変換層上に、回折機能層形成用組成物を用いて回折機能層を形成した後、当
該回折機能層上に保護層を積層することにより、本発明の計算機ホログラム光学素子を形
成することができる。このような方法について図７を参照しながら説明する。図７に示す
ように、回折機能層を固体状の材料から形成する場合は、イメージ変換層２上に、回折機
能層形成用組成物を塗布することにより、回折機能層３を形成した後（図７(ａ)、（ｂ）
）、上記回折機能層３上に、保護層４を形成することにより（図７（ｃ））、本発明の計
算機ホログラム光学素子を形成することができる。
【０１０１】
　また、上記回折機能層を形成した後、上記保護層を形成しないことにより、上記回折機
能層と上記保護層とが同一樹脂により一体に形成された態様の計算機ホログラム光学素子
を形成することができる。
【０１０２】
　ここで、上記回折機能層形成用組成物に用いる材料は、上記「１．回折機能層」の項に
おいて記載したものと同様であるため、ここでの説明は省略する。また、イメージ変換層
上に、上記回折機能層形成用組成物を塗布する方式としては、特に限定されず、一般的な
方法を用いることができる。
【０１０３】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と、実質的に同一の構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなる場合であっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
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【０１０４】
１．実施例１（回折機能層が空気からなる計算機ホログラム光学素子）
（１）透過型フーリエ変換ホログラムの作製
　合成石英の基盤に表面低反射クロム薄膜を積層したフォトマスクブランク板のクロム薄
膜上にドライエッチング用レジストをスピンナーにより回転塗布することによりレジスト
層を形成した。ドライエッチング用レジストとしては日本ゼオン(株)製ＺＥＰ７０００を
使用し、レジスト層の厚みは４００ｎｍとした。このようにして形成したレジスト層に対
し、電子線描画装置(ＭＥＢＥＳ４５００：ＥＴＥＣ社製)を用い、事前に計算機で作成し
たパターンを露光した。露光によりレジスト樹脂が硬化した易溶化部分と未露光部分とが
区画形成した後、現像液を噴霧するスプレー現像等によって、溶剤現像して易溶化部分を
除去しレジストパターンを形成した。
【０１０５】
　上記方法により形成したレジストパターンを利用して、ドライエッチングによりレジス
トで被覆されていない部分のクロム薄膜をエッチング除去し、除去した部分において、下
層の石英基板を露出させた。次いで露出した石英基板をエッチングし、エッチングの進行
により生じた凹部とクロム薄膜およびレジスト薄膜とが下から順に被覆している石英基板
の元の部分からなる凸部とを形成した。さらにレジスト薄膜を溶解除去し、石英基板がエ
ッチングされて生じた凹部と頂部にクロム薄膜が積層した部分からなる凸部とを有する石
英基板を得た。
【０１０６】
　上記作製した凹凸型の原版にイメージ変換層形成用組成物(ＵＶ硬化性アクリレート樹
脂：屈折率１．５２　測定波長６３３ｎｍ)を滴下した。その上へポリカーボネート基板
を積置し、押圧した。次に活性放射線を照射して（フュージョン製Ｈバルブ使用、照射量
５００ｍＪ）、イメージ変換層形成用組成物を硬化させたあと剥離させ、原版の凹凸型を
反転させた凹凸イメージを持つ透過型フーリエ変換ホログラムを作製した。
【０１０７】
（２）保護層および回折機能層の作製
　アクリル板(製品名：パラグラス　厚み２μｍ：クラレ社製)にスペーサー兼接着剤とし
て(塗工液ＣＡＴ－１３００Ｓ：帝国インキ社製)をパターン状にスクリーン印刷し印刷面
に離型紙を張り合わせ保護層形成部材として準備をした。なお、スペーサー兼接着剤は凹
凸形状を作成していないイメージ変換層上に設けられるようパターン印刷のパターンを施
した。なお、上記スペーサー兼接着剤の厚みは２μｍとした。
【０１０８】
　上記作製した保護層形成部材の離型紙を剥がし、上記作製したイメージ変換層が形成さ
れた透明基材の凹凸面側に押圧し貼り合わせた。貼り合わせたものを所定の大きさ(５ｃ
ｍ×５ｃｍ)に抜き加工を行い、保護層と一体となった計算機ホログラム光学素子を作製
した。
【０１０９】
２．実施例２（保護層および回折機能層が一体に形成された計算機ホログラム光学素子）
　実施例１で作製した透過型フーリエ変換ホログラムのイメージ変換層上に下記回折機能
層形成用組成物を、乾燥およびＵＶ硬化後の膜厚が５μｍとなるように塗工した。乾燥に
より溶剤を除去し（６０℃　1分間）、ＵＶ照射（フュージョン製Ｈバルブ使用、照射量
５００ｍＪ）により硬化させ屈折率が１．８３（測定波長６３３ｎｍ)である、回折機能
層を形成した。なお、本実施例２おいては、イメージ変換層の屈折率（１．５２）および
、回折機能層の屈折率（１．８３）をもとに、計算式に従ってＤ＝１．５３１μｍ、Ｎ＝
４の微細凹凸形状を有するイメージ変換層を作製し、埋め込み型の計算機ホログラム光学
素子を作製した。
【０１１０】
　＜回折機能層形成用組成物の組成＞
　・酸化チタン(ＴＴＯ５１（Ｃ）：商品名、石原産業社製)　：　１０重量部
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　・ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴ３０：商品名、日本化薬社製）　：
　４重量部 
　・アニオン性極性基含有分散剤（ディスパービック１６３：商品名、ビックケミー・ジ
ャパン社製）　：　２重量部 
　・光重合開始剤（イルガキュアー１８４：商品名、日本チバガイギー社製）　：　０．
２重量部
　・メチルイソブチルケトン　：　１６．２重量部
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の計算機ホログラム光学素子の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の計算機ホログラム光学素子の他の例を示す概略断面図である。
【図３】フーリエ変換レンズ機能を説明する概略図である。
【図４】本発明の計算機ホログラム光学素子の他の例を示す概略断面図である。
【図５】透過型フーリエ変換ホログラムの製造方法の一例を示す概略図である。
【図６】本発明の計算機ホログラム光学素子の製造方法の一例を示す概略図である。
【図７】本発明の計算機ホログラム光学素子の製造方法の他の例を示す概略図である。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　…　基材
　２　…　イメージ変換層
　３　…　回折機能層
　４　…　保護層
　５　…　スペーサー
　６　…　反射防止層
　１０、１１、１２、１３　…　計算機ホログラム光学素子
　２０　…　透過型フーリエ変換ホログラム
　２２　…　複合層
　３１　…　画像
　３２　…　レンズ
　３３　…　目
　３４　…　観察像
　３５　…　点光源
　３６　…　光学画像
　４１　…　原版
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